














合は、郵便事故などの可能性がありますのでご面倒
でも、０３-５２６１-５２１７までご連絡下さい。
■ Step 3　
Step 2の書類がお手元に届いてから５日以内（土日曜
祝日を除く）に、授業料、入学金等をお振り込み下さ
い。また、誓約書も５日以内にマスタードシードア
カデミーにご郵送下さい。

■ Step 4　
Step 3の手続きが完了した方には、「入学までの学習」
「オリエンテーションのご案内」などをお送りしま
す。お振り込み・誓約書提出後１週間以内に届かない
場合は、郵便事故などの可能性がありますのでご面
倒でも、０３ - ５２６１ - ５２１７までご連絡下さ
い。

特定役務契約内容　　必読
第1条（契約の成立）
１．受講者は、申込書の内容及び以下の条項を
承諾のうえ、本日、マスタードシードアカデ
ミーに対して受講の申込みを行いました。受
講者（以下甲という）とはマスタードシード
アカデミー（以下乙という）の最難関大学受
験コースに所定の手続きで入学を申込み、授
業料・諸費を納入し、乙より入学手続き完了
の書面を受け取った者とします。

２．受講者は契約締結の時点で以下の条項を承
諾しているものとみなします。

第２条（授業料・諸費の支払い）
1. 乙は受講料・諸費を甲が指定する銀行口座に
振り込む方法で所定の期日内に支払うものと
します。金額の詳細は、『マスタードシード
アカデミー 2008 年コース詳細』の学費一覧
ページを基準とします。クレジットカードに
よる支払いは受け付けておりません。

2. 乙が「入学申込み書」を提出し、甲がこれを
確認した時点で契約が成立します。

第３条（役務の提供および対価の支払）
1. 乙は甲に対し、乙の定めるカリキュラムの中
から入学申込書で甲が選択した内容の役務を
提供します。

2. 甲は、入学申込書に従い、受講料、諸費を所
定の方法により乙の指定する期日までに支払
うこととします。

第４条（入学の不承諾、除名処分）
マスタードシードアカデミー最難関大学受験コース
への入学希望者が以下のいずれかの項目に該当する
場合、乙は入学を承諾しないものとします。
１．入学申込の際の申告事項に虚偽記載があっ
た場合

２．所定の期間内に受講料の支払いを拒否した
場合

３．上記以外の理由でも、入学に際し不適当で
あると甲が判断した場合

乙が入学を承諾した場合でも、以下の項目のい
ずれかに該当する場合、乙は甲を除名処分と
することができ、その場合納入金は一切返還
しないこととします。

１．乙の運営を著しく妨害した場合
２．乙の教材・プリントなどを不正にコピーし、
他人へ譲渡・販売をした場合

３．乙の正式な許可なく、乙の授業の録音・録
画をすること、またその映像・音声等を不正
にコピーし、他人へ譲渡・販売をした場合

４．本規約のいずれかに違反し、乙が受講者と
して不適当と判断した場合

インターネットサイトなどに根拠の
ない誹謗中傷の記載などをした事実
が発覚した場合

甲が故意に乙の運営に損害を与えたと認められ
る場合、乙は甲に対し、損害賠償金を請求す
ることがあります。

第５条（形態）
申込書記載の指導形態については、以下のとお
りとします。

１．必修講座とは、マスタードシードアカデ
ミー最難関大学受験コースを受講する際に必
ず受講しなければならない講座とします。オ
プション講座のみの受講はできません。

２．オプション講座とは、必修講座に申し込ん
だ受講者が選択できる講座とします。必修講
座をやめた場合、オプション講座の受講権も
消失する

第６条（期日）

本契約において、授業開始日とは、所定の教室
において学習指導が開始される日であり、必ずしも
申込日ではありません。マスタードシードアカデ
ミー最難関大学受験コースは、必修講座に含まれる
「プレ集中ゼミ」開始日をもって受講開始日としま
す。Ａ日程は平成 20年 3月 23 日、Ｂ日程は平成
20年 4月 1日とします。後期入学者は、入学手続
きを終了し第１回授業を受講する日とします。
第７条（実施場所）
乙は表記申込書記載の場所において学習指導を
行います。ただし、やむをえない事情がある
場合には、両者合意の上、他の場所に移動す
ることがあります。

第８条（契約期間）契約期間は、「最難関大学受験
コース」の場合、入学申込書に記載された１０か月
間（1年以内とする）とします。「プレミアハイス
クールコース」の場合、入学申込書に記載された１
２か月間（1年以内とする）とします。期間経過
後、甲が学習指導の継続を希望する場合には、甲
は、乙と新たに契約を文書によって交わすものとし
ます。　なお、後期入学者については、後期授業開
講期間とします。
第９条（休講等）受講者の５分の 1以上が出席でき
る状態では、通常授業実施の際と同様の基準で授業
を行います。この際の遅刻・欠席分については乙の
免責事項となり、授業料の返還や代講などはないも
のとします。
第 10条　（譲渡禁止）乙はマスタードシードアカデ
ミー「最難関大学受験コース」「プレミアハイス
クールコース」の受講者として有する権利を第三者
に譲渡、使用させたり、売買等の行為はできないも
のとします。
第 11条　（禁止行為）
１．公序良俗に反する行為
２．犯罪行為に結びつく恐れのある行為
３．他の受講者の財産、プライバシー等を妨害
する行為

４．その他法律に反する行為第 12条（契約の解
除・中途解約・クーリングオフ）

１. 甲は、乙より受講契約書を受領した
日から起算して 8日を経過した後は、
書面を乙に提出することにより契約を
解除することができます。

２. 契約の解除は、乙が契約の解除に係
わる書面に発したときに、その効力を
生じるものとします。

３. 契約の解除があった場合、乙は下記
の費用、損害金・違約金を差し引いた
額を速やかに精算し、甲に返還するも
のとします。ただし、既納付金額が、
費用・損害金・違約金に満たない場合
は、甲は乙に対してその差額を納入す
るものとします。

４. 受講開始前の契約の解除
乙は甲に対して既納付金額から初期費
用（契約の締結及び履行のために通常
要する費用の額として役務ごとに政令
で定める以下の額）として 1万１千円
を差し引いた金額を遅滞なく甲が指定
する銀行口座に振り込む方法で返還す
るものとします。ただし、振り込みに
伴う振り込み手数料は甲の負担としま
す。契約の解除があった場合、甲は教
材等を返還することとします。また、
この場合、個人的な使用の範囲内で

あっても、教材などをいかなる方法で
も複製することを禁止します。

５. 受講開始後の契約の解除
乙は甲に対して既納付金額から次の費
用、損害金を差し引いた額を遅滞なく
甲が指定する銀行口座に振り込む方法
で返還するものとします。ただし、振
り込みに伴う振り込み手数料は甲の負
担とします。契約の解除があった場
合、甲は教材等を返還することとしま
す。また、この場合、個人的な使用の
範囲内であっても、教材などの未消化
分をいかなる方法でも複製することを
禁止します。
1. 既に提供が終了した特定継続的役務
の対価に相当する額。（1回の授業単
価×提供が終了した授業回数）
2. 損害金（２万円又は当該特定継続的
役務提供契約における１月分の役務の
対価 に相当する額のいずれか低い額）

第13条（損害賠償）
乙の施設又は業務の遂行に起因して、甲の生命、
身体を害し、又は財物を損壊したことについての法
律上の損害賠償責任を負うべき場合に乙は相応の補
償を行うものとします。ただし、乙の管理下にない
間に発生した事故、乙の施設内において生じた盗難
及び紛失については一切損害賠償の責めを負いませ
ん。 又、乙の管理下における甲の行為に起因する
偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づ
き、甲及びその法廷監督義務者が解決にあたるもの
とします。
第 14条（著作権、所有権）
マスタードシードアカデミーに関わる記載、商
標、および各種ロゴマークについての著作権、所有
権は全て乙に帰属します。甲は個人の学習を越える
範囲での複製の使用、流布、他サイトへのアップ
ロード、無断掲示、販売などを行なうことはできま
せん。また甲が提出した課題等の著作権は下記のと
おりとします。
　乙による添削が行われていないもの―甲
　乙による添削が行われたもの―乙
第 15条（前受金の保全）
前受金は甲の資産から分離した形態での保全は
行っていませんが、安全を期する形で管理がされて
います。
第 16条（附則）
マスタードシードアカデミー最難関大学受験コー
ス（浪人限定クラス）は、特定商取引法が規定する
特定継続的役務の対象になりませんので、クーリン
グオフに関する規定、中途解約に関する規定は適用
されません。

作成日：平成 20年 1月３０日

マスタードシードアカデミー
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